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公   募   公   告

令和７年１２月２６日

支出負担行為担当官

大阪法務局長 中川  博文  

大 阪 法 務 局 で は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 か ら 大 阪 府 堺 市 西 区 北 条 町 一 丁

（一部）及び上野芝向ヶ丘町一丁地区において、不動産登記法第１

４条第１項に定める地図の作成事業を実施するところ、同事業の現

地事務所として利用可能な建物の賃貸借について下記のとおり公募

する。  

記 

１  公募に付する事項

( 1 )   契  約  名  令和８年度大都市特化型法務局地図作成事業現地事  

  務所の賃貸借  

( 2 )   契約期間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

ただし、賃貸人の責めに帰すべき事由等により本契

約を継続しがたい特段の事由が生じた場合を除き、令

和１３年３月３１日を限度に更新できるものとする。  

なお、その場合の令和９年度以降の月額の契約金

額は、令和８年度と同一金額とする。  

( 3 )   目  的  物  募集要領のとおり。   

２ 賃貸借の条件

( 1 ) 当該建物がＪＲ阪和線富木駅、鳳駅、津久野駅、上野芝駅、百

舌鳥駅、三国ケ丘駅又は堺市駅から徒歩１０分以内に位置してい

ること。  

( 2 ) 事務所として直ちに使用できる部分の延べ床面積が４０平方

メートル以上８０平方メートル以下の建物であること。

( 3 ) 当該建物の事務所として使用する部分が１階であること（２
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階以上である場合は、ＪＩＳ規格の電動車椅子対応のエレベー

タ設備があること。）。  

( 4 )   当該建物内に電気及び水道の設備があること。  

( 5 )   当該建物の事務所として使用する部分に照明設備、電話配線

及び電気設備が完備され、直ちに使用できること。また、当局

で使用するＬＡＮ専用回線の敷設及び周辺機器の設置ができる

こと（費用は当局が負担する。）。  

( 6 )   敷金、礼金、保証金及び更新料等の契約締結時に係る費用が

不要であり、契約締結後も賃貸借料以外の費用が不要であるこ

と。  

( 7 )   当該建物の賃貸借料 (電気料、水道料及びその他一切の諸費

用を含む。 )の翌月払が可能であること。  

( 8 )   １台以上の駐車場が当該建物敷地内にあること（敷地内に確保

できないときは、近隣に確保することでも可とする。）。  

 

３  公募に参加する者に必要な資格に関する事項  

( 1 )  予算決算及び会計令第７０条 (昭和２２年勅令第１６５号。以

下「予決令」という。 )の規定に該当しない者であること。  

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結

のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由があ

る場合に該当する。  

( 2 )  予決令第７１条の規定に該当しない者であること。  

( 3 )  仲介人として公募に参加する場合にあっては、国土交通大臣

又は大阪府知事による宅地建物取引業の免許を受けていること。  

( 4 )  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するもの又は

これに準ずるものとして、明らかに契約当事者として不適当と

認められる者でないこと。  

( 5 )  大阪法務局の契約担当官等と締結した契約に関し、契約に違

反し、契約の相手方として不適当であると認められる者でない

こと。  

( 6 )  官庁（国の全ての機関）及び地方公共団体から、指名停止又

は一般競争入札参加資格停止若しくは営業停止（以下「指名停
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止等」という。） を受 けて いる期間に該当しない者であること。  

なお、指名停止等を受けている者が、会社（法人）の本店・

支店・営業所等のいずれであっても、本公募の参加資格はな

い。  

( 7 )  本募集要領の交付を受けていること。  

 

４   募集要領等の交付場所及び公募に関する問合せ先  

( 1 )  交付場所  

大阪市中央区大手前三丁目１番４１号  大手前合同庁舎５階  

大阪法務局総務部会計課 (担当：用度係  内海 )  

電   話   ０６－６９４２－１４８５（直通）  

なお、募集要領等（ＰＤＦファイル）は、電子メールで請求

をすることができる（請求者氏名、住所（法人の場合は法人名

及び担当者名並びに所在）及び電話番号を電子メールに記載す

るとともに、電子メールの到達を電話で確認すること。）。  

請求先メールアドレス  

k a i k e i 0 2 _ o o s a k a _ m o j _ b a l @ m o j . g o . j p    

( 2 )  交付期間  

令和７年１２月２６日（金）から令和８年１月１５日（木）

までの午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

（ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９

１号）第１条に規定する行政機関の休日を除く。）。 

 

５  公募参加の申込み  

公募に参加する者は、令和８年１月１５日（木）午後５時まで

に、募集要領において定める書類を上記４ ( 1 )の場所まで提出す

ること。  

 

以上  

 


